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告 示

�愛媛県告示第１２７１号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

西条市船屋字一本松水谷乙７番１の一部（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第１号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県西条保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２７２号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

新居浜市菊本町二丁目甲８１４番４の一部（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第１号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県西条保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２７３号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

西条市船屋字一本松水谷乙７番１の一部（次の図のとおり）
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２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第１号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県西条保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２７４号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

新居浜市多喜浜六丁目６７番１、６７番１７４の一部、６７番１７５の一部、

６７番１８３の一部、６７番１９２の一部、６７番１９４、６７番２０２の一部、６７番

２０３の一部、６７番２０４の一部、６７番２０５の一部、６７番２０６の一部、６７

番２０９の一部、６７番２１０、６７番２１７、６７番２３６、６７番２３７、６７番２３８及

び６７番２３９の一部（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第１号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県西条保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２７５号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

越智郡上島町弓削大谷１番の一部（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県今治保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２７６号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

今治市上浦町瀬戸６６５６番１、６６５６番３、６６５７番、６６５８番、６６５９

番、６６６０番、６６６１番、６６６２番、６６６３番１、６６６３番３、６６６４番及び

６６６５番

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

�������
�愛媛県告示第１２７７号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

今治市上浦町井口６６９３番１、６６９３番２、６６９３番３、６６９３番４、

６６９３番５、６６９３番６、６６９３番７、６６９３番８、６６９３番９、６６９３番１０、

６６９３番１１、６６９３番１２、６６９３番１３、６６９３番１４、６６９３番１５、６６９３番１６、

６６９３番１７、６６９３番１８及び６６９３番１９

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第１号

�������
�愛媛県告示第１２７８号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

今治市上浦町井口７０７３番１、７０７３番８、７０７３番９、７０７３番１７、

７０７３番１９、７０７３番２２、７０７４番１、７０７４番２、７０７４番９、７０７４番１０、

７０７４番１１、７０７４番１６、７０７４番１７及び７０７４番１８

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第１号

�������
�愛媛県告示第１２７９号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

東温市河之内字仙道休甲１５２６番及び乙８４４番４の一部（次の図

のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第１号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県中予保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２８０号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

八幡浜市若山３番耕地６４番、３番耕地６８番、８番耕地１９０番１

及び８番耕地２００番

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号
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�愛媛県告示第１２８１号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

八幡浜市布喜川甲１０８３番

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第１号

�������
�愛媛県告示第１２８２号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

宇和島市津島町槇川９７番１、９８番１、９９番１、１００番及び１０１番

１

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第１３条の２第１号

�������
�愛媛県告示第１２８３号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

北宇和郡鬼北町大字父野川下２９５番の一部、２９６番の一部及び１５

７６番１の一部（次の図のとおり）

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第２号

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県宇和島保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２８４号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

１５条の１７第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

北宇和郡鬼北町大字奈良４６００番、４６０１番、４６０２番、４６０３番、４６

０７番及び４６３８番

２ 埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号）第１２条の３１第２号

�������
�愛媛県告示第１２８５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第３項において

準用する同法第５３条の２第１項の規定に基づき、近藤敏明ほか１名

の次の従前の土地を非農用地区域内に換地する土地として指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２８６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第３項において

準用する同法第５３条の２第１項の規定に基づき、渡部仁志の次の従

前の土地を非農用地区域内に換地する土地として指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２８７号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 解除予定保安林の所在場所

北宇和郡松野町大字目黒字目黒山（国有林。次の図に示す部

分に限る。）

� 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

� 解除の理由

道路用地とするため

２� 解除予定保安林の所在場所

北宇和郡松野町大字目黒字目黒山（国有林。次の図に示す部

分に限る。）

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び松野町役場に

備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２８８号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

立岩川水系に係る二級河川について、河川整備基本方針を次のとお

り策定した。

（「次のとおり」は、省略し、その関係図書を愛媛県庁及び中予

地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。）

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

所 在 地 番 地 目 地 積

西条市北条 ９５１番６ 田 ２，３４７㎡のうち
３０７㎡

所 在 地 番 地 目 地 積

西条市新町 ２４番 田 １，１１６㎡のうち
４９９㎡
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�愛媛県告示第１２８９号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条の２第１項の規定に基づ

き、重信川水系河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実

施すべき区間について、河川整備計画を次のとおり策定した。

（「次のとおり」は、省略し、その関係図書を愛媛県庁及び中予

地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。）

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２９０号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」と

いう。）第４２条第１項の規定に基づく埋立ての承認の出願があった。

法第４２条第３項において準用する法第３条第１項に規定する書面

及び関係図書は、愛媛県庁、中予地方局建設部及び松山市役所にお

いて告示の日から起算して３週間公衆の縦覧に供する。

令和５年１２月２２日

松山港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名及び住所

国土交通省四国地方整備局

香川県高松市サンポート３番３３号

代表者 国土交通省四国地方整備局長 佐々木 淑充

香川県高松市番町４丁目１５番１８号

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

愛媛県松山市南吉田町２７９８番８２の地先公有水面

イ 区域

次の各地点のうち、①の地点と②の地点を結ぶ平成２年３

月３０日付け三港工第４３号で竣功認可された埋立地と公有水面

との境界線（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋３．５１メートルより決定）、②の

地点から⑬の地点までを順次に結んだ線及び①の地点と⑬の

地点を結んだ線により囲まれた区域。

①の地点 愛媛県松山市南吉田町２７９８番８０地先の国土地理

院松山空港四等三角点北緯３３度４９分４６秒３６６３、東経１３２度４１

分３１秒２３９５から３３７度４４分４０秒７３８．１７メートルの地点

②の地点 ①の地点から２２１度０１分０４秒２２７．４３メートルの

地点

③の地点 ②の地点から２８０度１３分０９秒４．６６メートルの地

点

④の地点 ③の地点から４０度５８分５５秒０．３８メートルの地点

⑤の地点 ④の地点から３１０度５８分５５秒０．４８メートルの地

点

⑥の地点 ⑤の地点から４０度５８分５５秒４．００メートルの地点

⑦の地点 ⑥の地点から３１０度５８分５５秒１９．６３メートルの地

点

⑧の地点 ⑦の地点から２５度５８分５５秒１１４．５０メートルの地

点

⑨の地点 ⑧の地点から４０度５８分５５秒１０６．３７メートルの地

点

⑩の地点 ⑨の地点から１３０度５８分５５秒４５．６０メートルの地

点

⑪の地点 ⑩の地点から４０度５８分５５秒４．００メートルの地点

⑫の地点 ⑪の地点から１３０度５８分５５秒４．３７メートルの地

点

⑬の地点 ⑫の地点から４１度０２分２０秒４．４６メートルの地点

ウ 面積

１０，１０７．００平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

愛媛県松山市南吉田町２７９８番８２の地内並びに地先公有水面

イ 区域

次の各地点を順次に結んだ線及び�の地点と�の地点とを
結んだ線により囲まれた区域。

�の地点 愛媛県松山市南吉田町２７９８番８０地先の国土地理

院松山空港四等三角点北緯３３度４９分４６秒３６６３、東経１３２度４１

分３１秒２３９５から３５２度４１分３５秒８６９．８５メートルの地点

�の地点 �の地点から２２１度０６分０５秒４８３．１４メートルの
地点

�の地点 �の地点から１５９度３９分４０秒２５９．３７メートルの
地点

�の地点 �の地点から２２０度５８分５５秒２１６．７６メートルの
地点

�の地点 �の地点から３１０度５８分５５秒６８９．３１メートルの
地点

�の地点 �の地点から４０度５８分５５秒８２４．３７メートルの地
点

ウ 面積

４４４，３９７．４２平方メートル

３ 埋立地の用途

空港用地

４ 出願年月日

令和５年１１月３０日

�愛媛県告示第１２９１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社ＧＥＴ 訪問看護ステーション まじゅん愛媛 愛媛県西条市三津屋東３２番９ ＢＡＳ
ＩＣ４０３号 令和５年１０月１日 訪問看護
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�愛媛県告示第１２９５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

四国中央市川之江地区土地改良区から次のとおり役員が就任し、及

び退任した旨の届出があった。

令和５年１２月２２日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

�愛媛県告示第１２９２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

令和５年１２月２２日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

�愛媛県告示第１２９３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和５年１２月２２日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

�愛媛県告示第１２９４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

令和５年１２月２２日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

公立学校共済組合 公立学校共済組合四国中央病院訪問看
護ステーションほのやか 愛媛県四国中央市川之江町２２３３番地 令和５年１０月１日 訪問看護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社ＧＥＴ 訪問看護ステーション まじゅん愛媛 愛媛県西条市三津屋東３２番９ ＢＡＳ
ＩＣ４０３号 令和５年１０月１日 介護予防訪問看護

公立学校共済組合 公立学校共済組合四国中央病院訪問看
護ステーションほのやか 愛媛県四国中央市川之江町２２３３番地 令和５年１０月１日 介護予防訪問看護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

くろしお医療福祉株式会社 ヘルパーステーション さくら 愛媛県四国中央市金生町下分９９５番地
１ 令和５年７月３１日 訪問介護

社会医療法人 生きる会 ケアセンターいきいき 愛媛県今治市北宝来町三丁目２番地１２ 令和５年１０月３１日 訪問介護

社会福祉法人名石会 大島シーサイド 愛媛県今治市吉海町臥間４６番地２ 令和５年１０月３１日 特定施設入居者生
活介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人名石会 大島シーサイド 愛媛県今治市吉海町臥間４６番地２ 令和５年１０月３１日 介護予防特定施設
入居者生活介護

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 横 内 賢 三 四国中央市川之江町２６４６番地

〃 薦 田 敏 良 四国中央市川之江町６９３番地

〃 星 川 安 � 四国中央市金生町下分３６５番地

〃 石 川 幸 成 四国中央市金生町山田井１７番地１

〃 長 野 岩 男 四国中央市金生町山田井１３６４番地４

〃 大 西 義 彦 四国中央市金生町山田井１０４０番地６

〃 石 川 � 彦 四国中央市上分町７２０番地

〃 佐 藤 保 之 四国中央市上分町１１９９番地１

〃 南 俊 昌 四国中央市金田町金川７６番地４

〃 信 藤 孝 義 四国中央市金田町金川９４９番地

〃 鈴 木 忠 信 四国中央市金田町金川１３５２番地１

〃 押 条 和司朗 四国中央市金田町半田乙５２番地

〃 喜 井 正 利 四国中央市川滝町下山２３１５番地

〃 喜 井 清 隆 四国中央市川滝町下山２３５５番地
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退 任

�愛媛県告示第１２９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 大 西 義 彦 四国中央市金生町山田井１０４０番地６

〃 石 川 � 彦 四国中央市上分町７２０番地

〃 佐 藤 保 之 四国中央市上分町１１９９番地１

〃 南 俊 昌 四国中央市金田町金川７６番地４

〃 信 藤 孝 義 四国中央市金田町金川９４９番地

〃 鈴 木 忠 信 四国中央市金田町金川１３５２番地１

〃 押 条 和司朗 四国中央市金田町半田乙５２番地

〃 大 西 正 良 四国中央市川滝町下山１７４６番地９

〃 加 地 敏 四国中央市川滝町領家１０８４番地１

〃 北 條 輝 明 四国中央市柴生町３９６番地

〃 石 川 一 雄 四国中央市妻鳥町２９５６番地１

監 事 大 西 明 四国中央市金生町山田井７０６番地１

〃 鎌 倉 静 夫 四国中央市金田町半田乙３１９番地２

〃 石 川 昌 司 四国中央市妻鳥町２７３８番地

〃 三 鍋 � 司 四国中央市川滝町領家１３１３番地３

〃 篠 原 � 彰 四国中央市柴生町５４２番地

〃 石 川 一 雄 四国中央市妻鳥町２９５６番地１

監 事 大 西 明 四国中央市金生町山田井７０６番地１

〃 � 橋 好 伸 四国中央市上分町４６７番地

〃 石 川 茂 四国中央市柴生町２２番地

〃 加 地 一 貴 四国中央市三島中央３丁目１３番１５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 横 内 賢 三 四国中央市川之江町２６４６番地

〃 尾 藤 元 一 四国中央市川之江町２５１５番地２

〃 星 川 安 � 四国中央市金生町下分３６５番地

〃 石 川 幸 成 四国中央市金生町山田井１７番地１

〃 長 野 岩 男 四国中央市金生町山田井１３６４番地４

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上猿田三島線

四国中央市中之庄町字浦夫１９６番１地先から

同町字汐汲道２０４番８地先まで
旧 ４．１～５．２ ０．１２０

四国中央市中之庄町字浦夫１９６番２から

同町字汐汲道２０４番８地先まで
新 ４．１～８．２ ０．１２０

〃 〃

四国中央市富郷町寒川山乙９９３番７地先

同町寒川山乙８６２番１地先
旧 ６．６～８．６ ０．２５６

四国中央市富郷町寒川山乙９９３番７地先

同町寒川山乙８６２番９地先
新 ７．６～７８．０ ０．２５６

〃 蕪崎土居線

四国中央市土居町中村１１０２番１から

同町中村１１０７番２まで
旧 １０．０～２０．８ ０．０５１

四国中央市土居町中村１１０２番１地先から

同町中村１１０７番１２まで
新 １６．４～２０．８ ０．０５１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 上分三島線
四国中央市妻鳥町字井添池口１９５５番５から

同町字井添池口１９１９番６まで
令和５年１２月２２日

〃 上猿田三島線
四国中央市中之庄町字浦夫１９６番２から

同町字汐汲道２０４番８地先まで
〃

〃 〃
四国中央市富郷町寒川山乙９９３番７地先

同町寒川山乙８６２番９地先
〃
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�愛媛県告示第１２９８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３００号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和５年１２月２２日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

�愛媛県告示第１３０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２）第７５３９号 令和３年
３月１０日 宮田建設㈱ 宮田 昌樹 喜多郡内子町大瀬中央５８

３０
令和５年
１１月６日 造園工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１）第１７３５１号 令和元年
７月１０日 市兼左官 市兼 正則 喜多郡内子町城廻３３８－

３
令和５年
１１月１０日 左官工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－３）第１２２９２号 令和３年
７月１９日 酒井建築 酒井 常雄 宇和島市吉田町立間２－

４４－２
令和５年
１１月１６日 建築工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 蒋淵下波線
宇和島市下波２３１３番２から

同市下波２３２４番地先公有水面まで
令和５年１２月２２日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

５南局管（開）第２号

令和５年１２月１４日

北宇和郡鬼北町大字近永１１０８番１、１１０８番４、１１０８番５、１１０８番６、１１３８

番、１１３９番、１１３８番及び１１３９番地先水路

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１
号第一福岡ビルＳ館４階
株式会社コスモス薬品
代表取締役 横 山 英 昭

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 菅田五郎停車場線
大洲市菅田町菅田字土手内乙６６０番２から

同町菅田字畑屋甲１２５３番２地先まで

令和５年１２月２４日

１７：００

〃 蕪崎土居線
四国中央市土居町中村１１０２番１地先から

同町中村１１０７番１２まで
〃



愛 媛 県 報令和５年１２月２２日 第４７１号

１３３３

人事委員会規則

�愛媛県人事委員会規則７―１２６０
特地勤務手当等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年１２月２２日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

特地勤務手当等に関する規則等の一部を改正する規則

（特地勤務手当等に関する規則の一部改正）

第１条 特地勤務手当等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―３６８）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正）

第２条 特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則（愛媛県人事委員会規則７―１２４０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

１５ 条例附則第１９項の規定の適用を受ける職員であつて、第３条第

２項各号に定める日において当該職員以外の職員であつたものに

対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けて

いた給料及び」とあるのは、「受けていた給料の月額に１００分の

７０を乗じて得た額（当該額に、５０銭未満の端数を生じたときはこ

れを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１

円に切り上げた額）及び同日に受けていた」とする。

１６ 条例附則第１９項の規定の適用を受ける職員のうち、第３条第３

項各号若しくは第４項各号に掲げる職員又は附則第７項若しくは

第１４項の規定の適用を受ける職員であるものの同条第１項の特地

勤務手当基礎額は、 同条第３項及び第４項並びに附則

第７項及び前２項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人

事委員会の定めるところにより算出した額とする。

１７ 条例附則第１９項の規定の適用を受ける職員であつて、条例第１１

条の３第１項に規定する異動又は公署の移転の日において当該職

員以外の職員であつたものに対する第４条第２項の規定の適用に

ついては、当分の間、同項中「受けていた給料及び」とあるの

は、「受けていた給料の月額に１００分の７０を乗じて得た額（当該

額に、５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上

１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げた額）及び

同日に受けていた」とする。

附 則

１５ 条例附則第１９項の規定の適用を受ける職員であつて、第３条第

２項各号に定める日において当該職員以外の職員であつたものに

対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けて

いた給料及び」とあるのは、「受けていた給料の月額に１００分の

７０を乗じて得た額

及び同日に受けていた」とする。

１６ 条例附則第１９項の規定の適用を受ける職員のうち、第３条第３

項各号又は 第４項各号に掲げる職員

であるものの同条第１項の特地

勤務手当基礎額は、前項並びに同条第３項及び第４項

の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人

事委員会の定めるところにより算出した額とする。

１７ 条例附則第１９項の規定の適用を受ける職員であって、条例第１１

条の３第１項に規定する異動又は公署の移転の日において当該職

員以外の職員であつたものに対する第４条第２項の規定の適用に

ついては、当分の間、同項中「受けていた給料及び」とあるの

は、「受けていた給料の月額に１００分の７０を乗じて得た額

及び

同日に受けていた」とする。

改 正 後 改 正 前

附 則

（経過措置）

５ 省略

６ 職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）附則第

１９項の規定の適用を受ける職員に対する附則第３項及び第４項の

規定の適用については、当分の間、附則第３項中「施行日の前日

において受けていた特地勤務手当の月額」とあるのは「同条第２

項各号に定める日に受けていた給料の月額に１００分の７０を乗じて

得た額（当該額に、５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨

て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上

げた額）」と、「同日に育児短時間勤務職員等であったとしたな

らば受けることとなった特地勤務手当の月額）」とあるのは「当

附 則

（経過措置）

５ 省略



愛 媛 県 報令和５年１２月２２日 第４７１号

１３３４

公安委員会規則

公営企業公告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和５年１２月２２日

愛媛県立中央病院長

中 西 徳 彦

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県立中央病院夜間看護補助派遣業務

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第１２号
愛媛県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年１２月２２日

愛媛県公安委員会委員長 五 葉 明 徳

愛媛県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（令和３年愛媛県公安委員会規則第８号）の一部を次

のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、令和６年１月４日から施行する。

該額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６

年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその

者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再

任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務

時間で除して得た数（以下「算出率」という。）を乗じて得た

額）及び扶養手当の月額の合計額の２分の１に相当する額と、施

行日の前日に受けていた給料の月額に１００分の７０を乗じて得た額

（当該額に、５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０

銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げた

額）（育児短時間勤務職員等にあっては、当該額に算出率を乗じ

て得た額）及び扶養手当の月額の合計額の２分の１に相当する額

を合算した額に、同日に受けていた特地勤務手当の支給割合（特

地勤務手当等に関する規則第３条第１項に規定する支給割合をい

う。）を乗じて得た額」とする。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

法令等 規定 法令等 規定

省略 省略

暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律

施行規則（平成３年国家

公安委員会規則第４号）

省略 暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律

施行規則（平成３年国家

公安委員会規則第４号）

省略

古物営業法施行規則（平

成７年国家公安委員会規

則第１０号）

第１４条の２（古物商が仮設店舗に

おいて古物営業を営む場合にお

いて、その場所の所轄警察署長を

経由して提出するものに限る。）

省略 省略



愛 媛 県 報令和５年１２月２２日 第４７１号

１３３５

� 業務名及び数量

夜間看護補助派遣業務

人数 ２０名

業務従事予定日数（１日当たり５時間４５分）

令和６年度：２４３日、令和７年度：２４２日、令和８年度：２４１

日

� 業務の内容等

入札説明書及び仕様書等による。

� 履行期間

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで

� 履行場所

愛媛県立中央病院

� 入札方法

入札金額については、夜間看護補助派遣業務の履行に要する

一切の費用を含めた額とし派遣労働者１名における１時間当た

りの単価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札

書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とする

ので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０

分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� ＩＳＯ２７００１／ＩＳＭＳを取得またはプライバシーマークを

保有している者であること。

� 医療関連サービスマークを取得している者であること。

� 過去３年以内に、愛媛県内の３５０床以上の病床を有する急性

期病院において、１０名以上の夜間看護補助派遣に係る契約実績

を２件以上有し、業務を適切に遂行できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 愛媛県内の事業所において、労働者派遣事業の許可を受けて

いる者であること。

� 愛媛県内に本社又は事業所を有する者であること。

� 公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件業務

の仕様の策定に直接関与していない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

	 ３の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。


 「特定調達参加希望」の登録をしている業者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県立中央病院総務医事課職員係

〒７９０―００２４ 愛媛県松山市春日町８３番地

電話 （０８９）９４７―１１１１ 内線５５２６

� 入札説明書の交付等

ア 交付期間

令和５年１２月２２日（金）から令和６年２月１日（木）まで

の執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午

後５時１５分まで（正午から午後１時００分までの間を除く））

とする。

イ 交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 必要書類の提出期限

令和６年２月１日（木）午後５時１５分まで

� 入札の日時及び場所

令和６年２月９日（金）午後１時４５分から

愛媛県立中央病院 管理棟４階会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、「入札参加資格審

査申請書」及び「入札参加者に必要な資格を証する書類等」を

２月１日（木）午後５時１５分までに３の�に掲げる場所へ提出
しなければならない。

なお、愛媛県立中央病院長から当該書類の内容に関し説明を

求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

業務を履行できると愛媛県立中央病院長が判断した入札者で

あって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条において例によるこ

ととされる愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered： Night

nursing assistant dispatch service for Ehime Prefectural

Central Hospital，２０ people

� Bid date and time：０１：４５ p．m．，９ February２０２４

� For further information，please contact： Staff Section，

General and Medical Affairs Division，Secretariat，Ehime

Prefectural Central Hospital，８３ Kasugamachi，Matsuyama，

Ehime７９０―００２４ Japan

TEL０８９―９４７―１１１１ Ext５５２６
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１３３６

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和５年１２月２２日

愛媛県立中央病院長

中 西 徳 彦

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県立中央病院看護長事務補助派遣業務

� 業務名及び数量

看護長事務補助派遣業務

人数 １７名

業務従事予定日数 （１日当たり７時間４５分）

令和６年度：２４３日、令和７年度：２４２日、令和８年度：２４１

日

� 業務の内容等

入札説明書及び仕様書等による。

� 履行期間

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで

� 履行場所

愛媛県立中央病院

� 入札方法

入札金額については、看護長事務補助派遣業務の履行に要す

一切の費用を含めた額とし派遣労働者１名における１時間当た

りの単価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札

書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とする

ので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０

分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� ＩＳＯ２７００１／ＩＳＭＳを取得またはプライバシーマークを

保有している者であること。

� 医療関連サービスマークを取得している者であること。

� 過去３年以内に、中四国地方において４００床以上の病床を有

する病院において病棟クラークの派遣に係る契約実績を３件以

上有し、業務を適切に遂行できる体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 愛媛県内の事業所において、労働者派遣事業の許可を受けて

いる者であること。

� 愛媛県内に本社又は事業所を有する者であること。

� 公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件業務

の仕様の策定に直接関与していない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

	 ３の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。


 「特定調達参加希望」の登録をしている業者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県立中央病院総務医事課職員係

〒７９０―００２４ 愛媛県松山市春日町８３番地

電話 （０８９）９４７―１１１１ 内線５５２６

� 入札説明書の交付等

ア 交付期間

令和５年１２月２２日（金）から令和６年２月１日（木）まで

の執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午

後５時１５分まで（正午から午後１時００分までの間を除く））

とする。

イ 交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 必要書類の提出期限

令和６年２月１日（木）午後５時１５分まで

� 入札の日時及び場所

令和６年２月９日（金）午後１時３０分から

愛媛県立中央病院 管理棟４階会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、「入札参加資格審

査申請書」及び「入札参加者に必要な資格を証する書類等」を

２月１日（木）午後５時１５分までに３の�に掲げる場所へ提出
しなければならない。

なお、愛媛県立中央病院長から当該書類の内容に関し説明を

求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

業務を履行できると愛媛県立中央病院長が判断した入札者で

あって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条において例によるこ

ととされる愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：Nursing

chief administrative assistant dispatch service for Ehime

Prefectural Central Hospital，１７ people



愛 媛 県 報令和５年１２月２２日 第４７１号

１３３７

� Bid date and time：０１：３０ p．m．，９ February２０２４

� For further information，please contact： Staff Section，

General and Medical Affairs Division，Secretariat，Ehime

Prefectural Central Hospital，８３ Kasugamachi， Matsuyama，

Ehime７９０―００２４ Japan

TEL０８９―９４７―１１１１ Ext５５２６

令和５年１２月２２日 発行


